
第 63号議案

長岡京市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

長岡京市職員の育児休業等に関する条例 (平成 4年長岡京市条例第 3号 )の

一部を別紙のとお り改正するものとする。

令和 4年 8月 29日 提 出

長岡京市長  中小路 健 吾

(提案理由)

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行 う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する

法律の一部を改正する法律 (令和 4年法律第 35号)の施行及び人事院規則

の改正に準 じた変更を行 うため、条例の一部を改正する必要があるので提案

する。



長岡京市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

長岡京市職員の育児休業等に関する条例 (平成 4年長岡京市条例第 3号)の一部を次の

ように改正する。

改正後 改正前

(育児休業をすることができない職員 )

第 2条  育児休業法第 2条第 1項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員 とする。

(1)。 (2)【 略】

(3)非 常勤職員であって、次のいずれか

に該当するもの以外の非常勤職員

ア 次のいずれにも該当する非常勤職

員

(ア) その養育する子 (育児休業

法第 2条第 1項 に規定する子をい

う。以下同じ。)が 1歳 6か月に

達する日 (以 下 「1歳 6か月到達

日」とい う。)(当_該二:2出生2
日から第 3条 の 2に規定する期間

内に育児休業をしようとする場合

にあつては当該期間の末 日から6

月を経過する日、第 2条の 4の規

定に該当する場合にあっては当_該

子が 2歳 に達する日)ま でに、そ

の任期 (任期が更新 される場合に

あっては、更新後のもの)が満了

すること及び引き続いて任命権者

を同じくする職 (以下 「特定職」

とい う。)に採用されないことが

明らかでない非常勤職員

(イ ) 【略】

イ 次のいずれかに該当する非常勤職

員

(育児休業をすることができない職員 )

第 2条 育児休業法第 2条第 1項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1)・ (2)【略】

(3) のいずれかに該当 る

以外の非常勤職員

ア 次のいずれにも該当する非常勤職

員

(ア) その養育する子 (育児休業

法第 2条第 1項に規定する子をい

う。以下同じ。)が 1歳 6か月に

達する日 (以 下 「1歳 6か月到達

日」とい う。)(第 2_条の 4の規

定に該当する場合にあっては二_2

歳に達する日)ま でに、その任期

(任期が更新 される場合にあって

は、更新後のもの)が満了するこ

と及び引き続いて任命権者を同じ

くする職 (以下「特定職」とい う。)

に採用 されないことが明らかでな

い非常勤職員

(イ ) 【略】

イ 第 2 条 の 3第 3 号に掲げる場合に

該当する非常勤職員 (そ の養育する

子が 1歳に達す る 日 (以下この号及

び同条において 「 1 歳到達 日」 とい

フ )(当 該子について当該非常勤

職員がす る育児休業の期間の末 日と

された日が当該子の 1 歳到達 日後で

ある場合にあっては、当該末 日とさ

れた圧と二主登て宣.児休業をしてい



改正後 改正前

(_2【 )__  1:【 ::L`:::2::itli:_:1:::::::」 l::_`::)::::::_!::::__1__:::!::_!`::Li::i::

する日 (以 下 「1歳到達 日」 とい

う。2(当該子について当該非常

勤職員だ笙 2条 の 3第 2号に掲げ

る場合 |三該当して主五育児休業の

期間の末日とされた日が当該子_2_

1歳到達 日後である場合にあって

は、当該基日とされた日己墾下(ア )

にtil主二⊆回L) において育児休

業を して上 るヽ非常勤職員であつ

て、同条第 3号に掲げる場合に該

当して当該子の 1歳到達 日の翌 日

を育児休業の期間の辺坦 とする育

児休業をしようとするもの

(イ ) その任期の末 日を育児休業

の期間の末 日とする育児休業をし

ている場合であって、当該任期を

更新さこ主又は当該生期の満了後

引き続いて特定職に採用されるこ

とに伴い、当該育児休業に係る子

につい二、当該更新前21任期の末

日の翌 日又は当該採用の 日を育児

休業の期間の初 日とする育児休業

をしようとするもの

【削る】

(育児体業法第 2条第 1項の条例で定め

る日)

第 2条 の 3 育児休業法第 2条第 1項の条

る非常勤職 に限 る。 )

【加える】

【加える】

ウ その任期の末 日を育児休業の期間

の末日とする育児休業をしている非

常慟躊員であって.当 腋す児体業に

係る子L2いて、当該廷塑望`更新さ

れ、又は当該任期の満了後に特定職

に引き饉宣採用されることに生い、

当該任塾2末 日の翌日又は当該引き

続き採星される日を育児休業の期間

の辺1日 と主う萱児埜菫をしようと立

るもの

(育児休業法第 2条第 1項の条例で定め

る日)

第 2条の 3 育児休業法第 2条第 1項の条



改正後 改正前

例で定める日は、次の各号に掲げる場合

の区分に応 じ、当該各号に定める日とす

る。

(1)・ (2)【 略】

(3)1歳から1歳 6か月に達するまでの

子を養育する非常勤職員が、次に掲げ

る場合のいずれにも該当する場合 (当

該子についてこの号に掲げる場合に該

当して育児体業をしている場合であっ

て第 3条第 7号 に掲げる事情に該当す

るときはイ及び ウに掲げる場合に該当

する場合、市長が別に定める特別の事

情がある場合にあってはクに墨げる場

合に該当する場合) 当該子の 1歳 6

か月到達 日

ア 当該非常勤職員が当該子の 1歳到

達日 (当 該非常勤職員が前号に掲げ

るり合に立_当 してする育児休業又は

当該非宣勤壁量の配偶者が同号に掲

げる場合若 しくはこれに相当する場

合に該当してする地方等育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の 1

歳型童旦後Iユあう盪全」こ222玉 1菫 =
当該.盛壬型生とこた日 (当 該育児休業

例で定める日は、次の各号に掲げる場合

の区分に応 じ、当該各号に定める日とす

る。

(1)。 (2}【 略】

(3)1歳から1歳 6か月に達するまでの

子を養育するため、非常勤職員が当該

子の 1歳到達 日 (当 該子を養育する非

常勤職員が前号に掲げる場合に該当し

二土登宣児墜菫X塁当該左室勤壁量の

配偶者が同号に掲げる場合若 しくはこ

れに相当する場合に該当してする地方

等育児休業の期間の末 日とされた日が

当該子の 1歳到達 日後である場合にあ

っては、当該末 日とされた 日 (当 該育

児休業の期間の末 日とされた日と当該

地方等育児休業の期間の末 日とされた

日が異なるときは、そのいずれかの

日))の 翌 日 (当 該子の 1 歳到達 日後

2塑亘上こ菫上≧≦二≦2量 |三塁|二企_mll
該当してその任期の末 日を育児休業の

期間の末 日とする育児休業をしている

左宣望壁旦玉あ2≦二当該任塑力l亘五

され、又は当該任期の満了後に特定職

に引き続 き採用 され るものにあって

は、当該任期の末 日の翌 日又は当該引

き続き採用 される日)を育児休業の期

間の初 日とする育児休業をしよう_と立

る場合であって、次に掲げる場合のい

ずれにも該当するとき 当該子の 1歳

6か月到達 日

【加える】



改正後 改正前

の期間の末日とされた■と当立地左

が異 な る ときは、そのいずれかの

日))の 翌 日 (当 該配偶者がこの号

に掲げる場合又はこれに相当する場

合に該当して地方等育児休業をする

場:全1三埜2玉は、当該地方等育児休

業の期間の 日 れた日の 日

前の日)を育児休業の期間の初 日と

する育星塾:業 をしよ■とする場合

イ 当該子について、当該非常勤職員

が当該子の 1歳到達 日 (当 該非常勤

職員が前号に掲げる場合に該当して

する育児休業の期間の末 日とされた

日が当該子の 1歳到達 日後である場

合にあっては、当該末 日とされた日)

において育児休業をしている場合又

は当該非常勤職員の配偶者が当該子

の 1歳到達 日 (当 該配偶者が同号に

掲げる場合又はこれに相当する場合

に該当してする地方等育児休業の期

間の末 日とされた日が当該子の 1歳

到達 日後である場合にあつては、当

該末日とされた日)において地方等

育児休業をしている場合

ウ 【略】

工 当該子について、当該非常勤職員

が当該子の 1歳到達 日 (当 該非常勤

職員が前号に掲げる場合に該当して

する育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の 1歳到達 日後である場

合にあつては、当該末 日とされた 日)

後の期間においてこの号に掲げる場

合に該当して育児体業をしたことが

ない場合

(育児休業法第 2条第 1項の条例で定め

る場合 )

第 2条 の4 育児休業法第 2条第 1項の条

ア 当該子について、当該非常勤職員

が当該子の 1歳到達 日 (当 該非常勤

職員がする育児休業の期間の末 日と

された日が当該子の 1歳到達 日後で

ある場合にあつては、当該末 日とさ

れた日)において育児休業をしてい

る場合又は当該非常勤職員の配偶者

が当該子の 1歳到達 日 (当 該配偶者

がする地方等育児休業の期間の末 日

とされた日が当該子の 1歳到達 日後

である場合にあっては、当該末 日と

された日)において地方等育児休業

をしている場合

イ 【略】

【加える】

(育児体業法第 2条第 1項の条例で定め

る場合 )

第 2条 の4 育児体業法第 2条第 1項の条

等育児堡瑳:の期間の末日とされた日



改正後 改正前

例で定める場合は、 1歳 6か月から2歳

に達するまでの子を差育立至非常勤職旦

が、次の各号に掲げる場合のいずれにも

該当する場合 (当 該子についてこの条の

規定に該当して育児休業をしている場合

■と2≦塗生笙ヱ_量 に昼1二五奎豊ヤ並 当
す全止きは第 2号及び第 3号に掲げる場

合に該当する場合、市長が別に定める特

別の事情がある場合にあっては同号に掲

げる場合に該当する場合)と する。

(1) 当該非常勤職員が当該子の 1歳 6か

』基墜塾ヨ望2里旦」L当2左宝型童墜誼2里

墜 :△⊇ 条の規定に該当し、又はこ

墨二狙堂立る場合に該当して地方等育

児休業をす る場合にあっては、当該地

左菫堕」
=堡

菫ヱ型堕■2室旦上整L左 旦
の翌週以前の日)を育児体業の期間の

初日とする育児休業をしようとする場
△
ロ

②
一

堕  【略 号の繰下げ】

当該二
=笙

21三⊆全__1当範笙L堂勤」□こ旦11(4)

当該 子の 1歳 6か月到達 日後の期間に

おいてこの条の規定に該当して育児休

業をしたことがない場合

【削る】

(育児休業法第 2条第 1項ただ し書の条

例で定める特別の事情 )

第 3条  育児休業法第 2条第 1項ただし書

例で定める場合は、1歳 6か月から2歳

に達するまでの子を董宣立互

―勤職員が当該子の 1 歳 6か月到達 日の翌

日 (当 該子の 1歳 6か月到達 日後の期間

においてこの条の規定に該当してその任

期の末 日を育児休業の期間の末 日とする

育児休業を している非常勤職員であっ

て、当該任期が更新 され、又は当該任期

の満了後に特定職に引き続き採用される

ものにあっては 当該任期の末 日の翌 日

休業の期間の初 日とする育児休業をしよ

うとする場合であって、次の各号のいず

れにも該当するときとする。

【加える】

Ш・堕 【略】

【加える】

(育児休業法第 2 条第 1項ただ し書の人

事院規則で定める期間を基準として条例

笙2_全25 育児休業法第 2 条第 1項ただ

し書 の人事院規則で定める期 を基準 と

して条例で定める 期 間は、 57日 間とす

る。

(育児休業法第 2条第 1項ただし書の条

例で定める特別の事情 )

第 3条  育児休業法第 2条第 1項ただし書

X豊当該ユ土量二塁週整墨_登 旦D_を宣里

で定⊇る期間)



改正後 改正前

の条例で定める特別の事情は、次に掲げ

る事情 とする。

(1)～0 【略】

【削る】

(5)・ (6)【略 号の繰上げ】

(7) 任期 を定めて採用 された職員であっ

て、当該任期の末日を育児休業の期間

の末日とする育児休業をしているもの

が、当該任期を更新され、又は当該任

期の満了後引き続いて特定職に採用さ

れることに伴い、当該育児休業に係る

子について、当該更新前の任期の末 日

の翌 日又は当該採用の日を育児休業の

期間の初日とする育児体業をしようと

すること。

(萱児堡菫整i笙 2_生笙上ヨ笙 1_量 の△皇

院規則で定める期間を基準として条例で

定める期間)

第 3条の 2 育児休業法第 2条第 1項第 1

号の人事院規則で定める期間を基準 とし

て条例で定める期間は、57日 間とする。

の条例で定める特別の事情は、次に掲げ

る事情 とする。

(1)～ (4)【略】

(5) 育児休業 (こ の号の規定に該当した

ことにより当該育児休業に係る子につ

いて既にしたものを除く。) の終了後、

3月 以上の期間を経過したこと_(当 該

宣児体業をした壁 が、当該育児休業

2_丞塾甕註ヒ2壁旦△塾墨理型立
子を養育するための計画について育児

休業等計画書により任命 権者 に申し出

た場合に限る。)。

(6)。 (7)【 略】

(8)そ の任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしている非常勤

職量が、当該育児休業に係る子につい

て、当該任期が更新 され、又は当該任

期の満了後に特定職に引き続き採用さ

れることに伴い、当該任期の末 日の翌

日又は当該引き続き採用 される日を育

児休業の期間の初日とする育児体業を

しようとすること。

【加える】

附 則

(施行期 日)

1 この条例は、令和 4年 10月 1日 から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行 日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正

前の第 3条 (第 5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例によ

る。


